
●日本学生支援機構 奨学金概要 【記載内容は 2025年度】 
 
名称 金額（月額） 種別 資格・要件 

 第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分 第Ⅳ（多子） 給付 日本人学生及び外国籍の学生で日本永住・定住・家族滞在（証明書必要） 

学業成績等に係る基準（高等学校等における評定平均値が 3.5 以上・学修意欲を有

している）や家計（収入金額・資産）に係る基準、などがあります。 

●家計基準等は、日本学生支援機構 HP をご確認下さい。 

●生活保護世帯・社会的養護が必要とする人で自宅通学の場合()の金額になります。 

●給付奨学金と貸与1種を併せて受ける場合は、併給調整があり月額が制限されます。 

給付 自宅生 38,300円 
（42,500円） 

25,600円 
（28,400円） 

12,800円 
（14,200円） 

9,600円 
（10,700円） 

自宅外生 75,800円 50,600円 25,300円 19,000円 

貸与 1種 自宅生 20,000円・30,000円・40,000円・※54,000円 
から選択 ※最高月額は家計基準に該当する場合のみ 

貸与 
（無利子） 

日本人学生及び外国籍の学生で日本永住・定住・家族滞在（証明書必要） 

学業成績等に係る基準（高等学校等における評定平均値が 3.5 以上など）や家計

（収入金額）に係る基準があります。 

●家計基準等は、日本学生支援機構 HP をご確認下さい。 

自宅外生 20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・※64,000
円から選択 ※最高月額は家計基準に該当する場合のみ 

貸与 2種  20,000円～120,000円（１万円単位で希望選択） 貸与 
（有利子） 

日本人学生及び外国籍の学生で日本永住・定住・家族滞在（証明書必要） 

学業成績等に係る基準（平均水準以上・学修意欲を有しているなど）や家計に係る基

準があります。 

2種は、１種に比べて貸与基準が緩やかです。 

※給付奨学金採用者は、授業料減免を同時に受けることが出来ます。区分により減免額が異なります。（授業料減免を希望される場合は、給付奨学金の申込が必要です。） 
 多子世帯も、授業料減免の対象となります。減免金額は、第Ⅰ区分と同じとなります。（多子世帯の授業料減免を希望される場合は、給付奨学金の申込が必要です。） 
 減免金額の詳細は、日本学生支援機構 HP をご確認下さい。 多子世帯の要件は、文部科学省 HP を参考にして下さい。 
 
家計急変（給付） 
緊急・応急（貸与） 
         

通年で申込を受け付けています。家計急変などの事由が申込に該当する場合のみとなります。 
事由発生日から申込までの期限があります。 
申込希望の方は、奨学金窓口へ相談にお越しください。 

 


